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（はじめにーJICAと外国人材受入れ・多文化共生支援）



１．「ビジネスと人権」に関する
最近の動向（外国人材受入れ関連）
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①「ビジネスと人権」指導原則（2011）

②「ビジネスと人権」に関する行動計画
（2020ー2025）（2020）

③責任あるサプライチェーン等における
人権尊重のためのガイドライン（2022）
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①「ビジネスと人権」指導原則（2011）
＜企業の活動による人権への影響＞

・「人権を保護する国家の義務」

・「人権を尊重する企業の責任」
１７．企業は、人権への悪影響を特定し、予防し、軽減し、対処
方法を説明するために、人権デュー・ディリジェンスを実施す
るべきである・・・

・「救済へのアクセス」
29．苦情への対処が早期になされ、直接救済を可能とするよ
うに、企業は、負の影響を受けた個人及び地域社会のために、
実効的な事業レベルの苦情処理メカニズムを確立し、または
これに参加すべきである。
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②「ビジネスと人権」に関する行動計画
（2020ー2025）（2020）

【横断的事項】
ア. 労働（ディーセント・ワークの促進等）
・労働者の権利の保護・尊重（含む外国人労働者・外国人技能実習
生等）
カ．外国人材の受入れ・共生
・共生社会実現に向けた外国人材の受入れ環境整備の充実・推進

【救済へのアクセス】
・個別法令等に基づく対応の継続・強化（労働者、障害者、外国人技
能実習生を含む外国人労働者、通報者保護）
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③責任あるサプライチェーン等における
人権尊重のためのガイドライン（2022）

例：技能実習生を含む外国人や女性に対して、脆弱な立場の
従業員における人権課題一般（例：外国人や女性であることの
みを理由とした賃金差別）や、新型コロナウイルス影響下での
労働環境の変化等について、ヒアリング等の調査を実施し、特
定された課題に対応する。また、調査に当たっては、対象者に
とってコミュニケーションが容易な言語を用いる。

例：技能実習生を受け入れている企業は、悪質な仲介業者が
介在していないかや不適正な費用を技能実習生が負担してい
ないか等を、監理団体と連携しながら技能実習生
本人や現在の送出機関に対して確認する・・・
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③責任あるサプライチェーン等における
人権尊重のためのガイドライン（2022）

例：法律によって明示的に禁止されているにもかかわらず、自
社内において、技能実習生の旅券（パスポート）を保管したり、
技能実習生との間でその貯蓄金を管理する契約を締結してい
たりしたことが発覚したため、社内の他部門はもちろん、サプ
ライヤーに対しても、そうした取扱いの有無を確認するととも
に、それらが違法であることを周知し、取りやめを求める。

例：サプライヤーが、技能実習生に技能実習に係る契約の不履
行について違約金を定める契約の締結を強要したり、旅券（パ
スポート）を取り上げたりしている不適切な状況が確認された
ことから、そのサプライヤーに対して事実の確認や改善報告を
求めたが、十分な改善が認められなかったため、実習先変更
や転籍支援を行う監理団体に対して連携・情報提供するとと
もに、そのサプライヤーからの今後の調達を行わないこととす
る。 9



③責任あるサプライチェーン等における
人権尊重のためのガイドライン（2022）

例：自社において、技能実習生との合意に基づかない家賃や
光熱水費の天引きが行われていたり、夜間労働に係る割増賃
金の支払いが適切に行われていなかったりしたことが発覚し
たことを受け、天引きについて丁寧な説明を実施した上で技
能実習生の自由意思に基づく承諾を得るとともに、未払金を
即座に支払う。

例：自社だけでなく、直接・間接のサプライヤーの従業員も利
用することができる苦情処理メカニズムを設置する。
例：外国人労働者が、自身が受けた人権侵害について第三者
に相談できる、スマートフォンのアプリケーション（多言語で利
用可能）を他企業と共同で開発する。
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2．JICA緒方研究所による調査研究
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JICA調査研究『2030/40年の外国人との共生社会の実現に向けた取組み』
（調査期間：2021年7月～2022年3月）

【調査の狙い】

✓日本国内及び人材送出国の人口動態及び産業構造の変化・労働市場を分析し、

2030/40年時点における外国人の受入れ人数と受入れ方法について検討を行う。

✓日本国内における外国人を取り巻く現状や社会・経済的インパクトを分析し、上記シナリ

オを踏まえた、将来の地方での産業や社会の変化に沿った外国人との共生のあり方につ

いて検討を行う。

【検討委員（ハイレベル）】

•京都精華大学 ウスビ・サコ学長

•政策研究大学院大学 田中明彦学長

•日本経済団体連合会 瀬戸まゆこ部会長

•熊本県 蒲島郁夫知事

•群馬県 山本一太知事

【検討委員（研究者）】

•社会保障・人口問題研究所 是川夕部長

•経済産業研究所 橋本由紀研究員

•日本国際交流センター 毛受敏浩執行理事

•国際協力NGOセンター 若林秀樹事務局長

•桜美林大学 浅井亜紀子教授

【作業グループ】価値総合研究所／日本経済研究所 ＋JICA緒方貞子平和開発研究所＋JICAタスクチーム
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◼目標GDP到達に必要な外国人労働需要量

2030年：419万人（2020年比143%増）

2040年：674万人（同291%増）

①外国人労働量需要量の推計

【条件設定】
目標GDP: 年平均成長率1.24%
（厚労省）
➢ 資本ストック（自動化・機械化

等の設備投資）

• ベースライン：2040年に
2015年比13.9%増
（1995年から2015年までの
トレンドから設定）

• 設備投資が促進された場
合：同31.2%増（ITバブル
崩壊後からリーマンショック前ま
でで最も資本ストックが増加し
た期間のトレンドから設定）

目標GDP達成に必要な外国人労働者数（万人）
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将来の外国人の受入れに関するシミュレーション



将来の外国人の受入れに関するシミュレーション

②外国人労働供給ポテンシャルの推計

◼現行シナリオ（外国人労働者の滞在期間が現行と同等の場合）
における外国人労働供給ポテンシャル

2030年：356万人 (需要に対し、63万人不足)

2040年：632万人 (需要に対し、42万人不足)

◼現行の受入れ方式では、目標GDP到達
に必要な労働者数を確保できない（供給
ポテンシャルが不足する）

◼外国人労働者の滞在期間の長期化など
の需要に見合った方策の検討が必要。

③ギャップ解消に必要な外国人労働者の
受入れは？
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3．責任ある外国人労働者受入れプラッ
トフォーム（JP-MIRAI）概要
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• 日本にいる外国人労働者は約172万人

• 外国人労働者を雇用する事業所数は約28.5万か所

• 技能実習生は約35万人
（厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ（令和３年10月末現在）」より）

• 外国人労働者は日本の経済・社会の重要な構
成員。外国人も含めたディーセント・ワークを実現できれ
ば、多文化共生社会に向け前進可能。

• 一方で国際社会では、国連持続可能な開発目標（SDGｓ）
や「ビジネスと人権」の意識が高まっている中で、日本にお
ける外国人の労働者に対する強制労働・差別・ハラスメン
ト等の問題について、国際的な批判が強まっている。

• 企業など雇用主や受け入れ団体にとっても、訪日労働者
の確保やESG投資、ブランディングにも影響を及ぼす可
能性あり。
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【参加者・体制】 すべてのステークホルダーが協力

【What is JP-MIRAI ?】
日本国内の外国人労働者の課題解決に向けて、2020年に民間企業・自治体・
NPO・学識者・弁護士など多様なステークホルダーが集まり設立された任意団体

民間セクター（会員）
・民間企業、業界団体、経済団体
・人材派遣会社、監理団体
・・研究機関、有識者 等

公的セクター（サポーター）
・関係省庁、関係団体
・国際機関 など

2020/11/16設立フォーラム

責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム(JP-MIRAI)
Japan Platform for Migrant Workers towards Inclusive Society

【会員】企業・団体・個人 5４１

（2022/１０/１１現在）

団体 数 個人 数

事業会社 1６５ 研究者 4１

業界団体 １１ 弁護士・行政書士・社労士

6３
人材紹介企業 3７ その他個人 １００

監理団体・登録支援機関
53

送り出し機関 7
自治体 ９

NPO／NGO 53
大使館 2 

事務局：（一社）JP-MIRAIサービス、（独）国際協力機構（JICA)、（株）クレアン・（株）JTB

【私たちが目指す社会】 （「行動原則」から）

国連持続可能な開発目標（SDGs）や国連ビジネスと人権に関する指導原則など

において、外国人労働者の権利を保護し、労働環境・生活環境を改善することは、

世界的な社会課題とされています。

日本においても、働く外国人が増え経済社会の重要な一翼を担う中、これらの課

題解決に真摯に取り組み、責任をもって外国人労働者を受入れ、「選ばれる日本」

となることが重要です。

私たちは、外国人労働者が安心して働き生活できるディーセントワークの実現を

通じて、包摂的な経済成長と持続的な社会の実現を目指します。
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１．外国人労働者への情報提供・現状把握

1-1． JP-MIRAIポータルサイト（アプリ）業務

1-2. 外国人労働者の現状分析及び関連業務

３．企業・団体の取組みの支援

3-1． 外国人労働者の受入れに関わる調査研究業務

3-2． 会員の取組みの促進・支援業務

3-3. 企業の人権DD・苦情処理メカニズム構築支援業務

3-4. 研修・勉強会等業務

２．外国人労働者の相談・救済窓口

2-1． JP-MIRAI相談救済窓口業務

2-2. 相談関係団体ネットワーク業務

2-3. 外国人労働者ADRセンター業務

2-4. JP-MIRAIフレンズ（コミュニケーション強化）業務

４．会員間の協力

４-1． 外国人労働者に対する緊急支援

4-2. 将来の人材確保に向けた取り組み

５．国内・海外への発信
5-1. 地域イベント支援と国内メディアへの露出拡大

5-2. 国際社会への発信

5-3. JP-MIRAIの活動を共有するコミュニケーションツールの制作

5-4. 次世代育成 ～JP-MIRAI Youth

主要事業



4．JP-MIRAIポータルのご紹介
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JP-MIRAIポータル



【特徴その１】

海外（送出し国）での普及により、日本の魅力や（キャリア形成）、
制度について発信。

【特徴その２】

日本国内では、生活や労働上必要な知識を分かりやすく解説し、
公的機関のホームページへ誘導。

【特徴その３】

日常的にアクセスするようなコンテンツの提供（内容・提携先検
討中）。天気予報など他社サービスとの提携

【特徴その５】
外国人向けデジタル基盤として、各種社会実験の実施
◼ 企業・自治体との協力によるプッシュ型情報提供
◼ 位置情報を利用した伴走支援パートナー検索・コンタクト

◼ 留学生等外国人対象としてビジネスコンテスト「こんなアプ
リが欲しかった！」（仮称）など

多言語に対応し、日本到着前から日本について発信

大野様：ポータル部分
の情報更新および実
績等更新をお願いい

たします。

【特徴その４】
スマートフォンでいつでもポータルにアクセスできるJP-MIRAI
アプリの無料配信をスタート。

【特徴その１】

海外（送出し国）での普及により、日本の魅力や（キャリア形成）、
制度について発信。

【特徴その２】

日本国内では、生活や労働上必要な知識を分かりやすく解説し、
公的機関のホームページへ誘導。

【特徴その３】

日常的にアクセスするようなコンテンツの提供（内容・提携先検
討中）。天気予報など他社サービスとの提携

【特徴その４】
スマートフォンでいつでもポータルにアクセスできるJP-MIRAI
アプリの無料配信をスタート。



5．JP-MIRAI相談・救済事業のご説明

22



JP-MIRAI相談窓口
苦情処理・

救済メカニズム

NPO・労働組合
同胞組織等

行政機関窓口
FRESC、OTITなど

会員企業・団体

自治体
ワンストップ窓口
（国際交流協会等）

目的１．外国人労働者が抱える課題を最小化する（早期に解決）

国・自治体が対応できる問題は、原則、
国又は自治体が対応

連携・技術支援
コスト負担

改善を支援

ネットワーク協力関係強化

外国人労働者

雇用関係

「外国人労働者相談・救済パイロット事業」

目的２．企業の「ビジネスと人権」の取り組みを支援する
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②「相談・救済窓口基盤整備事業」（JICAロット）
JP-MIRAI会員が非営利で支援する外国人労働者を対象に、相談
窓口を開設し、伴走支援やADR利用の仕組み構築を試行的に行うと
ともに、関係者間の情報共有及びネットワーク構築を行っています。

①相談・救済パイロット事業（企業ロット）
JP-MIRAIサービスが民間企業との契約により、当該民間企業及び
関連法人（サプライチェーン関係等）で働く外国人労働者を対象に、
相談窓口・救済メカニズムの構築、及び人権デューデリジェンスの実
施に資するフィードバックなどを行っています。

2022年5月より、『JP-MIRAIアシスト』を愛称として、２つのパイ
ロット事業を実施中です



外国人労働者相談・救済パイロット事業概念図

外国人労働者

１．「JP-MIRAIポータル（アプリ）」

業務内容： ①情報提供（ＦＡＱ含む）、②相談入口

敷居が低い
早期相談窓口

要支援ライン

トラブルの
最小化支援

トラブル回避
情報サイト

問合せ対応

提携（伴走連携）パートナー

地方・関係機関とのネットワークを強化

第3者による
紛争解決

非司法型救済メカニズムの出口として
準司法的手続を設け、深刻化する案件
のフォロー体制を構築

事件性有りライン
（弁護士法72条）

4．東京弁護士会紛争解決センター内専門ADR

敷居の低い母国語相談

母国語情報の充実

公的機関等で対応可能な
ものは窓口紹介

2. 相談窓口
業務内容：

(1)母国語相談受付（日本語、英語、中国語、ポルトガル語、
西語、ベトナム語、インドネシア語、ミャンマー語、タガログ語）
(2)問合せ対応（専門ユニット）
(3)対応状況入力・フォローアップ
(4)相談事例のコンテンツ化

3. 伴走支援
業務内容：
外国人労働者自力の解決が難しい事案、又は深刻化するリスクが高い事
案について、(1)電話伴走、(2)対面伴走を行う。

支援
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JP-MIRAIアシストの利用方法

JP-MIRAIポータル（アプリ）に登録すれば、
だれでもアプリ内の電話・チャット・メール
でJP-MIRAIアシストに相談できます。
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「JP-MIRAIフレンズ」(コミュニケーション強化・助け合い）

＜背景・コンセプト＞

◼ 外国人に対する各種アンケート調査で、「日本人の友
人がいないのが残念」との回答が多数あり。

◼ 団体に属していなくとも、「何かお役に立ちたい」と
いう日本人が多い。

◼ 双方向の支援で、外国人も頼られることによって、
『自己肯定感』の向上・孤立防止。

本事業は、（一社）JP-MIRAIサービスが、
休眠預金事業を利用して実施しています。

＜特徴＞

◼ お役に立ちたい事やイベントを投稿可能。

◼ 位置情報等を利用した近くの友達やイベントを検索で
きます。

◼ Google翻訳機能を利用した投稿・返信の自動翻訳

◼ サポーター研修を実施予定。

◼ 優良交流事例や「いいね！」大賞を表彰・紹介します。



ご参加の皆様へ

■ 皆様の関係する外国人の方へJP-MIRAIポータル／
アシストをお伝えいただきたい。

■ JP-MIRAIの理念にご賛同いただける場合は、ぜひ
会員となって活動に参加いただきたい。

■ ケースワークや意見交換を通して、外国人支援に関し
て抱いている問題意識・難しさ等について教えていた
だきたい。
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【ご参考資料URL】
●JICA 外国人材受入れ・多文化共生支援
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/multicultural/index.html

●JP-MIRAIウェブサイト https://jp-mirai.org/jp/

●JP-MIRAIポータル https://portal.jp-mirai.org/ja

●「ビジネスと人権」指導原則（2011）
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000062491.pdf

●「ビジネスと人権」に関する行動計画（2020ー2025）（2020）
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100104121.pdf

●責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン
https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003-a.pdf

●JICA調査研究報告書 https://www.jica.go.jp/jica-

ri/ja/publication/booksandreports/uc7fig00000032s9-

att/kyosei_20220331.pdf

●「開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム」 （「ビジネ
スと人権」関連）
https://www.jica.go.jp/activities/issues/governance/platform/index.html

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/multicultural/index.html
https://jp-mirai.org/jp/
https://portal.jp-mirai.org/ja
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000062491.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100104121.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003-a.pdf
https://www.jica.go.jp/jica-ri/ja/publication/booksandreports/uc7fig00000032s9-att/kyosei_20220331.pdf
https://www.jica.go.jp/activities/issues/governance/platform/index.html

